
令和３年度定期監査(３)（土木工事）監査結果報告書 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第１項および第４項の規定によ

り、令和３年度定期監査(３)を実施したので、同条第９項の規定に基づき下記の

とおり監査結果を報告する。 

 なお、本監査に当たっては、福沢剛前監査委員および柳沢よしみ前監査委員は

令和３年６月３日まで関与し、関口和雄監査委員および西野こういち監査委員は

同月４日以降関与した。 

記 

１ 概要 

 ⑴ 実施時期 

   令和３年５月 18日から同年７月９日までの間において実日数４日間 

 ⑵ 実施内容 

   令和３年度練馬区監査基本計画に基づき、練馬区監査委員監査基準に準拠

し、対象工事の計画、設計、積算および施工が適正に執行されているか等を、

技術面を中心に検証した。 

  ア 一般的・共通留意事項 

   (ｱ) 計画、調整および手続等が、適切かつ合理的に処理されているか。 

   (ｲ) 設計は現場の実情に適合し、かつ合理的か。また、設計図書の表現

は適切か。 

   (ｳ) バリアフリー、環境等への配慮はされているか。 

   (ｴ) 積算は基準等に基づき適正に実施され、かつ単価、歩掛け等は適切

か。 

   (ｵ) 契約の方法および手続は、適正に行われているか。 

   (ｶ) 工事のための提出書類および諸手続が、適切に実施処理されている

か。 

   (ｷ) 設計図書に沿って施工が適正、的確に行われているか。 

   (ｸ) 現場等の安全管理は適切に行われているか。また、品質管理等は適

正に行われているか。 

   (ｹ) 工事および工程の監督・管理（監理）は適切に行われているか。 

   (ｺ) 検査は適正に行われているか。また、完了案件については、竣工後

の手続は適切に処理されているか。 

  イ 重点事項 

   (ｱ) 建設廃棄物の法令手続は遵守されているか。 

   (ｲ) 学校生徒（児童）・周辺区民の安全対策は適切に行われているか。 

   (ｳ) 法令等を遵守して施工をしているか。また、現場の監督・管理（監

理）は適切に行われているか。  



 ⑶ 対象工事 

  ア 交通安全施設整備（街築・舗装）工事（主 56） 

  イ 橋梁修繕工事（ゆうなぎ橋） 

 ⑷ 対象部課 

  ア 土木部維持保全担当課 

  イ 土木部計画課   

 

２ 監査結果 

  監査の結果、適正に行われていた。 

 


